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新たな減圧方法を取り入れた 

 

となります 
～平成２７年４月１日から～ 

ダイビング業者様へ のお知らせ 
  

高圧室内作業や潜水業務に関する『高気圧作業安全衛生規則』の一部を改

正する省令(平成２６年厚生労働省令第132号)、高気圧作業安全衛生規則第８条第２

項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成２６年厚生労働省告示第457

号)が平成２６年１２月１日に公布・告示され、平成２７年４月１日から適用される

こととなりました。 

  今回の改正は、混合ガスのを取り入れ、減圧停止時間の計算も状況により計算し、

より安全な方法を設定することなど新たな減圧方法を盛り込んだものです。 

詳しい内容、関係パンフレットは以下のリンク先から入手いただけますのでご活用

ください。 

  ↓ アドレスをクリックしてください。 

  厚生労働省HP 

      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071152.html 

 

ダイビング業者の皆様には、以下の情報もご案内します。 

平成 ２７年１月２６日 【照会先】 
労働基準部健康安全課 

 課        長  夏井智毅 

 労働衛生専門官  梅澤 栄 

  電話：０９８ （８６８） ４４０２ 

沖縄労働局 
Okinawa Labour Bureau 

厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071152.html
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 主催 : 琉球大学病院 


